
 

 

 

事務事業名 情報公開事務 事業コード 0007 

所属コード 012000 課等名 総務部総務課 係名 総務係 

課長名 中村 俊行 担当者名 佐藤 雄一 内線番号 2633 

評価分類 ■ 一般  □ 公の施設  □ 大規模公共事業  □ 補助金  □ 内部管理 

 

１ 事務事業の基本情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 概要 

総合計画 

体系 

施策の柱 信頼される質の高い行政 コード ８ 

施策 市民とともにつくる行政の実現 コード ３ 

基本事業 分かりやすい行政情報の提供 コード １ 

予算費目名 一般会計２款１項１目 情報公開事務（001-04） 

特記事項  

事業期間 □単年度  ■単年度繰返  □期間限定複数年度 開始年度 平成 13年度 

根拠法令等 盛岡市情報公開条例 

 

(2) 事務事業の概要 

盛岡市情報公開条例に基づき，情報公開制度の適正な運用を図り，公正で透明な市政を推進

する。 

 

(3) この事務事業を開始したきっかけ（いつ頃どんな経緯で開始されたのか） 

行政運営に対する住民参加が促進され，更には住民の理解と信頼が確保され，公正で開かれ

た行政の推進が図られることを目的として，平成元年に公文書公開条例を施行し，制度のより

一層の充実を図るため，平成 13年度に情報公開条例を施行した。 

 

(4) 事務事業を取り巻く現在の状況はどうか。(3)からどう変化したか。 

営業行為目的と思われる行政文書の開示請求や市外・県外からの開示請求件数が増加してい

る。 

 

２ 事務事業の実施状況（Do）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 対象（誰が，何が対象か） 

市民，市職員 

 

(2) 対象指標（対象の大きさを示す指標） 

指標項目 単位 
21 年度 

実績 

22 年度 

実績 

23 年度 

計画 

23 年度 

実績 

26 年度 

見込み 

A 市民 人 297,267 298,148 298,148 298,853 298,000 

（平成 23年度実施事業） 



 

 

(3) 23年度に実施した主な活動・手順 

市民が情報公開制度を利用する際の総合窓口として情報公開室を開設し，開示請求等の受理，

請求方法の相談等を行った。 

また，市が発行した各種資料を備え置き，市民への情報提供を行ったほか，広報等を通じて

情報公開制度の活用を周知した。 

さらには，平成 22年度作成文書の点検を行なった。（23年１月から文書目録公開） 

 

(4) 活動指標（事務事業の活動量を示す指標） 

 

(5) 意図（対象をどのように変えるのか） 

①知る権利の保障と市政への参加の促進 

②市民に対する説明責任の徹底 

 

(6) 成果指標（意図の達成度を示す指標） 

 

(7) 事業費 

項目 財源内訳 単位 21 年度実績 22 年度実績 23 年度計画 23 年度実績 

事業費 ①国 千円 0 0 0 0 

②県 千円 0 0 0 0 

③地方債 千円 0 0 0 0 

④一般財源 千円 3,004 3,138 3,138 3,040 

⑤その他（       ） 千円 0 0 0 0 

A 小計 ①～⑤ 千円 3,004 3,138 3,138 3,040 

B 職員数 人 2,380 2,332 2,332 2,288 2,200 

C        

指標項目 単位 
21 年度 

実績 

22 年度 

実績 

23 年度 

計画 

23 年度 

実績 

26 年度 

目標値 

A 情報公開室開設日数 日 243 241 241 241 244 

B 広報等掲載回数 回 3 3 3 3 3 

C 文書主任会議（研修会）開催日数 回 1 1 1 1 1 

指標項目 性格 単位 
21 年度 

実績 

22 年度 

実績 

23 年度 

計画 

23 年度 

実績 

26 年度 

目標値 

A 行政文書開示請求件数 □上げる 

□下げる 

■維持 

回 416 641 650 622 630 

B 開示率＝開示件数/（請求件数－不存

在文書件数） 

■上げる 

□下げる 

□維持 

％ 98 98 100 99.8 100 

C 情報提供件数 □上げる 

□下げる 

■維持 

回 1,031 565 600 393 400 



 

人件費 ⑥延べ業務時間数 時間 1,453 1,800 1,800 1,800 

B 職員人件費 ⑥×4,000 円 千円 5,812 7,200 7,200 7,200 

計 トータルコスト A＋B 千円 8,816 10,388 10,338 10,240 

備考 

 

 

３ 事務事業の評価（See）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 必要性評価（評価区分が「内部管理」の事務事業は記入不要） 

① 施策体系との整合性 

結びついている。 

理由：市政情報を明らかにすることにより，市民の知る権利の保障と市政への参加の促進が

図られ，市民に対する説明責任が徹底される。 

 

② 市の関与の妥当性 

妥当である。 

理由：法定事務である。 

 

③ 対象の妥当性 

現状で妥当である。 

理由：法定事務である。 

 

④ 廃止・休止の影響 

現状で妥当である。 

理由：法定事務である。廃止・休止すると，市政情報を共有し，市政への参加を促すという

条例制度の目的が達成されない。 

 

(2) 有効性評価（成果の向上余地） 

向上余地がある。 

その内容：市が保有する行政文書の件名をホームページ等で公表することにより，市民との

情報の共有化が促進され，市政への参加が促進される。 

 

(3) 公平性評価（評価区分が「内部管理」の事務事業は記入不要） 

  公平・公正である。 

理由：条例において，何人にも行政文書の開示請求権が認められていることから，受益機会

の適正性は公平・公正である。 

  また，開示請求などの手数料は無料であり，また，写しの交付はコピー代の実費を徴収して

いることから，費用負担の適正性も公平・公正である。 

  なお，行政文書の検索や開示について，案件によっては多くの時間を準備に必要とすること

から，人件費相当分の負担を求めるべきとの意見もあるが，開示請求の提出を制限することに

もなりかねないことから，情報公開制度の趣旨（知る権利と市の説明責任）から，現在の制度

が妥当なものと考えられる。 

 



 

(4) 効率性評価 

削減できない。 

理由：事業費については，審査会の委員報酬，情報公開室の非常勤職員報酬，情報公開室の

複写機使用料等であり，削減はできない。人件費については，開示請求件数が増えてき

ており，延べ時間数を削減することは難しい。 

 

４ 事務事業の改革案（Plan）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 改革改善の方向性 

市民への情報公開制度の周知を継続するとともに，職員に対してもその重要性を認識させ，

積極的な情報の公開を図る。 

 

(2) 改革改善に向けて想定される問題点及びその克服方法 

開示請求が増えることにより職員の負担が増すことになるが，制度の趣旨について職員の理

解を得られるよう文書主任会議等を通じて周知していく。 

また，各実施機関において開示請求によらずとも情報提供できる行政情報を整理し，市民へ

の利便性を図るとともに，担当課の負担を軽減できるような方法を適宜検討する。 

 

５ 課長意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(1) 今後の方向性 

□ 現状維持（従来どおりで特に改革改善をしない） 

■ 改革改善を行う（事業の統廃合・連携を含む） 

□ 終了・廃止・休止 

 

(2) 全体総括・今後の改革改善の内容 

情報開示請求件数の増加傾向が続いており，また，大量の請求もあり，公開室及び請求を受

けた担当課の職員の業務量も増加していることから，その運用をしっかりと行うとともに，開

示請求手続を必要とする情報と開示請求手続を不要とする情報との区別の見直し等，事務の軽

減につながる検討を行う。 

 

 

 

 

事業の妥当性 組織マネジメント 


